
〇

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会
の
組
織
再
編
成
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
チ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他

の
金
融
機
関
等
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

の
金
融
機
関
等
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十

る
場
合
は
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
十

八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
労
働
金
庫
連
合
会
が
銀
行
（
銀
行
法

八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
労
働
金
庫
連
合
会
が
銀
行
（
銀
行
法

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
を
い

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
を
い

う
。
）
の
う
ち
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八

う
。
）
の
う
ち
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八

年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
（
兼
営
の
認
可
）
に
規
定

年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
（
兼
営
の
認
可
）
に
規
定

す
る
信
託
業
務
を
営
む
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
」
と

す
る
信
託
業
務
を
営
む
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
」
と

い
う
。
）
を
労
働
金
庫
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の

い
う
。
）
を
労
働
金
庫
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の

規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
法
第

規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
労
働
金

五
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の

庫
法
第
五
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働

認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他
の
金

２

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他
の
金

融
機
関
等
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

融
機
関
等
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
労
働
金
庫
連
合
会
が
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
銀
行
法
第
二
条
第
九

場
合
は
、
労
働
金
庫
連
合
会
が
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
銀
行
法
第
二
条
第
九

項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
同

項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
同

法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と

法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と

1



す
る
場
合
に
限
り
、
前
項
の
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

す
る
場
合
に
限
り
、
前
項
の
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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様式第一 

経営基盤強化に関する計画の認定申請書 

年  月  日 

 主務大臣 名 殿 

              （申請者）住 所 

                   名 称 

                   代表者の氏名 

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき、

下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請します。 

記 

［１．～８． 略］ 
 

第       号  

年  月  日  

認 定 書 

（住 所）              

（申請者）              

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき提

出された経営基盤強化に関する計画は、同法第５条各号に適合する経営基盤強

化計画として認定する。 

主務大臣            

（備考） 

［１．～３． 略］ 

（記載要領） 

［１．・２． 略］ 

３．組織再編成の内容及びその実施時期 

 別表二により、法第２条第２項第１号ハ、ヘ又はトの該当する組織再編成

の形態に応じ、組織再編成の内容及び実施時期を記載する。申請者が組織再

様式第一 

経営基盤強化に関する計画の認定申請書 

年  月  日 

 主務大臣 名 殿 

              （申請者）住 所 

                   名 称 

                   代表者の氏名 

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき、

下記の経営基盤強化に関する計画について認定を受けたいので申請します。 

記 

［１．～８． 同左］ 
 

第       号  

年  月  日  

認 定 書 

（住 所）              

（申請者）              

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき提

出された経営基盤強化に関する計画は、同法第５条各号に適合する経営基盤強

化計画として認定する。 

主務大臣            

（備考） 

［１．～３． 同左］ 

（記載要領） 

［１．・２． 同左］ 

３．組織再編成の内容及びその実施時期 

 別表二により、法第２条第２項第１号ハ、ヘ、チの該当する組織再編成の形

態に応じ、組織再編成の内容及び実施時期を記載する。申請者が組織再編成
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編成の当事者の一部である場合には、他の当事者金融機関等の名称等を記載

すること。 

［４．～８． 略］ 

（別表一の一⑴）収益動向及び計画 

［表略］ 

（記載要領） 

労働金庫法施行規則第113条第１項に規定する業務報告書の項目を記載する。 

注１ 業務粗利益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額＋経費 

注２ コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益 

注３ 業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用） 

※ 計画の中で、個別に設定した項目を記載する。 

（別表一の一⑵） ［略］ 

（別表一の二）収益動向（連結ベース） 

［表略］ 

（記載要領） 

労働金庫法施行規則第113条第２項に規定する業務報告書の項目を記載する。 

※ 計画の中で、個別に設定した項目を記載する。 

別表二 

経営基盤強化計画の内容 

組織再編成 内容及び実施時期 

組織再編成に係る他の

当事者金融機関等の名

称等 

 ［略］ 

 法第２条第２項第

１号ト 

  

［略］ 

（注） ［１．～３． 略］ 

の当事者の一部である場合には、他の当事者金融機関等の名称等を記載する

こと。 

［４．～８． 同左］ 

（別表一の一⑴）収益動向及び計画 

［同左］ 

（記載要領） 

労働金庫法施行規則第 16条第１項に規定する業務報告書の項目を記載する。 

注１ 業務粗利益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額＋経費 

注２ コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額－国債等債券関係損益 

注３ 業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用） 

※ 計画の中で、個別に設定した項目を記載する。 

（別表一の一⑵） ［同左］ 

（別表一の二）収益動向（連結ベース） 

［同左］ 

（記載要領） 

労働金庫法施行規則第 16条第２項に規定する業務報告書の項目を記載する。 

※ 計画の中で、個別に設定した項目を記載する。 

別表二 

経営基盤強化計画の内容 

組織再編成 内容及び実施時期 

組織再編成に係る他の

当事者金融機関等の名

称等 

 ［同左］ 

 法第２条第２項第

１号チ 

  

［同左］ 

（注） ［１．～３． 同左］ 
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［別表三・別表四 略］ ［別表三・別表四 同左］ 
備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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